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会 議 録 

会議の名称 令和 3年度 第 2回 飯塚市自然環境保全対策審議会 

開 催 日 時 令和 3年 5月 19日（水） 

開 催 場 所 飯塚市役所本庁 5階 研修室 1・2 

出 席 委 員 馬奈木委員、河委員、吉田委員、平嶋委員、菅野委員、高倉委員、 

欠 席 委 員 なし 

事務局職員 福田課長、一番ケ瀬係長、神野、伊藤 

オブザーバー なし 

会 議 内 容 

1 議事 

（１） 森林を開発する事業について 

  〇事業者が借地している土地において、森林が開発され、土砂が投棄さ

れている概要について事務局より説明。 

 〇協議内容、質問事項 

【事務局】 

農林振興課に提出された伐採届の面積が 0.29haであることから、その時

点で森林開発における条例の届出が必要となります。さらにそこに土砂の

投棄がされている状況であります。土砂の撤去等の対応について、県の農

林事務所と共に事業者に対して申し伝えております。 

【委員】 

他の条例の手続きはどうなっているのですか。 

【事務局】 

3,000 ㎡以上の土砂埋立てを行う場合は、県の土砂埋立条例に該当する

ため、申請及び許可を受ける必要がありますが、当該条例についても、計

画図等を提出しなければならないため、県は今その計画がどういった計画

になるのかを、事業者のコンサルタントに聞き取りを行っている状況であ

ります。 

【委員】 

今後の対応をどうするかですね。 

【事務局】 

土砂を上から投棄しているだけですので、その土砂を持ち出してくれと、

まずきちんとした他所の土砂を捨てる場所に持ち出しなさいと、土砂の立

米数を減らしてかつ土砂が流れないようなフェンス等の設置など対策を取

りなさいと言っております。 
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【委員】 

その対応を含め、事業計画が定まれば関係条例の手続きに入ると。また、

状況に応じて指導等を行う。そのような対応でよろしいでしょうか。 

→委員異議なし。 

 

（２）「飯塚市自然環境保全条例に基づく届出一覧」について 

〇事務局より概要を説明 

 〇協議内容、質問事項 

【委員】 

三智産業について、建物等が建つのですか。 

  【事務局】 

建物が建つことはないとのことです。事業が終わったあとに、資材置場

として利用するとのことです。 

 

（３）「現在までの動きについて」 

①「合同会社アサヒ飯塚メガソーラー」について 

〇事務局より概要を説明 

 〇協議内容、質問事項 

【委員】 

12月 19日の住民説明会の説明会の様子について、どんな話がされて、住

民がどのように納得あるいは意見を出したかお聞きしたい、それが 1 点で

す。それから、今住民が何について一番困っているのかお聞きしたい。 

【事務局】 

  説明会について、まず、騒音や粉塵等の工事に対して、不安や不満に思

われており、それについて質問等が出ておりました。それ対して事業者は、

散水車の回数を増やすとか工事車両の移動速度を落とす等の対策を取るよ

うな説明をされておりました。説明会の中で多々質問等も出されておりま

して、当日回答できなかった質問に関しましては、後日書面で回答するこ

ととなりました。 

説明会前の事前質問および当日出て質問等に関して、事業者は回答書を

きちんと頂いて、住民の方にお配りしております。 

【委員】 

配布した結果住民側から何かありましたか。 

【事務局】 

現在、回答書に対して 2つの自治会から 3件の質問が上がってきており、

それに対して事業者に回答を求めている状況になっております。 

 

②「野見山産業株式会社」について 

〇事務局より概要を説明 
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 〇協議内容、質問事項 

【委員】 

土砂を入れなければ防災工事ができない部分はどこなんですか。 

【事務局】 

まず、先ほどご説明しました、土砂の搬入 2万立米の場所ですけれども、

資料の計画平面図で申し上げますと、右下部分になります。ここに、土砂

を入れて最終的な防災工事を完成させるとお聞きしております。現地に行

ってその場所は確認しております。 

【委員】 

住民は納得されているのですか。 

【事務局】 

防災工事の遅れ等納得されていません。県の方から事業者に対して防災

工事を早急に行うようにと言っております。 

【委員】 

防災工事を前提として、この工事を行うためには土砂を入れないとでき

ないと。 

【事務局】 

仮設の防災工事は行っておりまして、機能的には問題ないと県もおっし

ゃっています。しかし、あくまでの仮設の防災工事ですので、最終的な図

面通りに形成するためには土砂を入れなければならないという、説明を受

けております。 

 

 

以上 

公開・非公開の別 

１ 公開   ２ 一部公開   ３ 非公開 

 

（傍聴者 0人） 

そ の 他 

 

 

 

 


